


証券コード　6419
2022年６月13日

株 主 各 位
東京都新宿区新宿一丁目 1 0番７号

代表取締役社長 松 波 明 宏

１．日 時 2022年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都渋谷区代々木二丁目３番１号

ホテルサンルートプラザ新宿１階　芙蓉の間
（ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第48期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第48期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役６名選任の件
第４号議案 監査役２名選任の件
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第48回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第48回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申しあげます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、株主の皆様におかれましては、

株主総会当日のご来場をお控えくださいますようお願い申しあげます。
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に

対する賛否をご表示いただき、2022年６月28日（火曜日）午後６時までに到着するようご
返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
・本株主総会では、お土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
・本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきまし
ては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.mars-ghd.co.jp）
に掲載しておりますので、本書には記載しておりません。なお、本招集ご通知の提供書面は、会計監査人又は監査役が会
計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

・株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ
サイト（http://www.mars-ghd.co.jp）に掲載させていただきます。
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( 2021年４月１日から2022年３月31日まで )

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況
①　事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響で経済活動が
制限される中、ワクチン接種の普及が進み、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が解除され
たことで回復の兆しが見受けられました。しかしながら、半導体をはじめとする部材の供給不
足や原油等の高騰に加え、ウクライナ情勢の深刻化による影響も懸念されており、依然として
先行き不透明な状況が続きました。
このような状況の中、当社グループはアミューズメント関連事業、自動認識システム関連事
業、ホテル関連事業の各事業を通じてお客様の「満足」を勝ち取るために新たな付加価値の追
求をしてまいりました。また、新型コロナウイルス感染防止策を講じながら営業活動を継続
し、製品の供給及びサービスの提供に努めてまいりました。
この結果、当連結会計年度の業績は、売上高151億３百万円（前期比2.3％増）、営業利益

15億78百万円（同39.6％増）、経常利益25億２百万円（同63.2％増）となりました。親会社
株主に帰属する当期純利益は、特別利益に投資有価証券売却益13億73百万円、特別損失に投
資有価証券評価損等を計上したことなどから18億55百万円（同129.9％増）となりました。
セグメントの実績は次のとおりであります。

［アミューズメント関連事業］
アミューズメント関連事業の主な販売先であるパチンコ業界は、各パチンコホールが新型コ
ロナウイルス感染防止策を講じながら営業活動を継続し、感染症拡大前の水準に戻りつつあり
ます。2022年１月末には旧規則機の撤去期限を迎え、新規則機への切り替えが進んだ一方
で、新規出店や大規模な改装工事等の大型投資は控える傾向にあり、周辺設備の更新需要は低
調に推移しました。
このような状況の中、当社グループは、少人数でホール運営が可能なパーソナルＰＣシステ

ム、遊技データ等の収集・ＡＩ分析が可能なマースユニコンを中心にトータルシステムでの提
案・販売を行ってまいりました。また、マースＷＥＢセミナーの開催や業界誌広告と連動した
特設ウェブページの開設等、様々な施策を通じてパチンコホールがコロナ禍に打ち勝つための
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サービスを提案してまいりました。
当連結会計年度におけるパーソナルの売上実績は26店舗、当連結会計年度末時点における

導入（実稼働）店舗数は累計1,507店舗（市場シェア21.8％）となりました。また、パーソナ
ルを含めたプリペイドカードシステムの売上実績は26店舗、導入（実稼働）店舗数は累計
1,622店舗（市場シェア23.5％）となりました。
Ａｉｒ紙幣搬送システム及びハイスペックモデルの立体Ａｉｒ紙幣搬送システムは、空気の
力で紙幣を搬送する業界随一のシステムであり、導入によりセキュリティの強化やホール業務
の省力化が期待されていますが、新規出店や大型改装案件が乏しく導入件数は限定的となりま
した。その他、景品交換業務における感染予防や利便性を追求したセルフＰＯＳやクオリティ
の高い接客が可能なマーススマートウォッチⅢ等、きめ細やかな製品及び付加サービスの提
案・販売を行ってまいりました。
この結果、アミューズメント関連事業の売上高は、90億１百万円（前期比2.5％増）、セグ
メント利益は18億37百万円（同16.9％増）となりました。

［自動認識システム関連事業］
自動認識システム関連事業における市場は、第４次産業革命（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ４．０）に

よりＩｏＴ、ビッグデータ、人工知能（ＡＩ）、ロボティクス等が浸透し、昨今ではデジタル
トランスフォーメーション（ＤＸ）の実現に向けた取り組みが広がっております。新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、一部で設備計画の延期や見直しがあるものの、テレワークや遠
隔操作、セキュリティ関連等の需要が高まってきております。
自動認識システムは、ＲＦＩＤ、バーコード、Ｘ線検査装置等を媒体として各種データを自
動的に取り込み・認識ができるため、自動化・省人化の実現に向けて期待されております。当
社グループでは特にＦＡ市場、物流市場、アミューズメント市場、健診市場を中心に提案販売
活動を実施し、展示会への出展も積極的に行ってまいりました。また、健診・人間ドック向け
の新クラウドサービス「ｍａｃｍｏ（マクモ）」を本格的に販売開始しました。同サービス
は、ＷＥＢ予約・ＷＥＢ問診・健診結果データ収集・健診結果データ管理（労務支援）等、複
数のクラウドアプリケーションの連動により健診施設内の業務効率化を実現するサービスであ
り、拡販に努めました。
この結果、自動認識システム関連事業の売上高は、49億15百万円（前期比3.6％増）、セグ
メント利益は５億73百万円（同31.2％増）となりました。
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［ホテル関連事業］
ホテル業界は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内外の旅行者数が落ち込んでお
り、経営環境は低迷した状況で推移しました。また、年初からの新たな変異株による感染再拡
大もあり、先行き不透明な状況が続きました。
このような状況の中、マースガーデンホテル博多及びマースガーデンウッド御殿場では、宿

泊客や従業員の感染予防対策を徹底しつつ営業活動を継続してまいりました。稼働率は緩やか
に改善の兆しが見えてきたものの、本格的な回復には時間を要するものと思われます。
一方で関連事業のレストランでは、ホテルと同様に新型コロナウイルス感染症の影響を大き
く受け、営業活動は制限されましたが、政府による各種施策等の効果もあり、客数は戻りつつ
あります。東京・銀座エリアでは認知度の向上、お一人様利用やテイクアウト需要の増加によ
り好調に転じました。
この結果、ホテル関連事業の売上高は、11億86百万円（前期比3.7％減）、セグメント損失

は5億74百万円（前期は６億24百万円のセグメント損失）となりました。

②　設備投資の状況
当連結会計年度において実施した企業集団の設備投資額は19億26百万円であり、その主な
ものはアミューズメント関連事業の兵庫県朝来市土地建物等取得（15億36百万円）、茨城県
常陸太田市土地等取得（２億63百万円）、製品製造に係る金型購入（58百万円）、自動認識
システム関連事業の製品製造に係る金型購入（25百万円）、ホテル関連事業の既存施設の改
修工事等（17百万円）であります。

③　資金調達の状況
当連結会計年度において、新株式発行及び社債発行等の資金調達は行っておりません。
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区　　　分
第　45　期

(2019年３月期)

第　46　期

(2020年３月期)

第　47　期

(2021年３月期)

第　48　期
(当連結会計年度)
(2022年３月期)

売 上 高（千円） 24,345,651 22,562,827 14,760,826 15,103,447
経 常 利 益（千円） 5,104,193 4,286,020 1,533,397 2,502,710
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（千円） 1,094,940 2,300,991 807,016 1,855,121

１株当たり当期純利益 （円） 65.57 137.78 48.32 110.23
総 資 産（千円） 59,220,290 58,422,967 57,961,970 60,135,008
純 資 産（千円） 51,204,851 51,439,818 52,297,036 54,241,998
１株当たり純資産額 （円） 3,066.15 3,080.23 3,131.56 3,221.26

区　　　分
第　45　期

(2019年３月期)

第　46　期

(2020年３月期)

第　47　期

(2021年３月期)

第　48　期
(当事業年度)
(2022年３月期)

売 上 高（千円） 7,048,483 3,449,569 2,125,810 2,223,105
経 常 利 益（千円） 2,467,696 3,158,004 1,767,692 1,936,577
当 期 純 利 益（千円） 1,599,198 2,585,003 1,703,126 1,593,860
１株当たり当期純利益 （円） 95.76 154.79 101.98 94.70
総 資 産（千円） 38,682,590 38,786,652 40,430,186 42,281,009
純 資 産（千円） 37,766,048 38,338,108 39,826,216 41,313,046
１株当たり純資産額 （円） 2,261.44 2,295.70 2,384.81 2,453.45

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づ
き算出しております。なお、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は自己株式を控除して算出しており
ます。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用し
ており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は、期末発行済株式総数に基づ
き算出しております。なお、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は自己株式を控除して算出しており
ます。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用してお
り、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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会 社 名 資 本 金 当 社 の
議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社マースエンジニアリング 480百万円 100.0％ アミューズメント機器の製造販売

株式会社マースシステムズ東日本 100百万円 100.0％ アミューズメント機器の販売

株 式 会 社 マ ー ス シ ス テ ム ズ 東 海 100百万円 100.0％ アミューズメント機器の販売

株式会社マースシステムズ西日本 100百万円 100.0％ アミューズメント機器の販売

株式会社マースコーポレーション 100百万円 100.0％ 不動産賃貸、リース事業

株 式 会 社 マ ー ス ネ ッ ト ワ ー ク ス 100百万円 100.0％ 情報の管理及び提供、コンテンツ配信

株 式 会 社 マ ー ス ウ イ ン テ ッ ク 100百万円 100.0％ 電子機器の製造販売

株 式 会 社 マ ー ス ト ー ケ ン
ソ リ ュ ー シ ョ ン 480百万円 100.0％ 自動認識システムの製造販売

株 式 会 社 マ ー ス プ ラ ン ニ ン グ 100百万円 100.0％ ホテルの経営及びレストランの運営

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

⑷　対処すべき課題
当社グループは「お客様の満足のために」を実現するため、開発から製造、販売、アフターサ

ービスに至る一貫体制で、労働環境の改善と省力化につながる製品、システムの提供に努めてお
ります。

純粋持株会社である「株式会社マースグループホールディングス」の傘下に12社の事業会社
があります。企業価値を更に高めていくために各事業会社の役割や責任を明確にし、意思決定の
迅速化や機動的な事業運営を推し進めております。当社グループは、今後も持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上を目指し、次の項目を重点課題と位置付け、取り組んでまいります。
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①　グループ経営の強化
　当社グループは、持続的な成長を継続していくためにグループの経営資源を適切に配分しな
がらグループ間のシナジーの創出を図ってまいります。また、グループ経営の健全性や透明性
を高めるために内部統制の強化及びコーポレート・ガバナンス機能の充実を図ってまいりま
す。

②　各事業会社の持続的な成長
イ．アミューズメント関連事業

　主要販売先であるパチンコ業界は、娯楽の多様化による集客の低迷や遊技機入れ替えに
伴う資金の逼迫で経営環境は厳しく廃店や廃業が相次いでおり、店舗数は減少傾向にあり
ますが、次世代遊技機といわれているスマート遊技機（スマートパチンコ・スマートパチ
スロ）の年度内導入に向けた取り組み等、業界全体の活性化に向けた準備が進められてお
り、設備投資の更新需要が見込まれております。当社グループは、省力化を実現するシス
テムやソリューションの提供を通してホール運営をサポートしてまいります。

ロ．自動認識システム関連事業
　新型コロナウイルス感染症の影響で需要が落ち込む分野もありますが、需要が拡大して
いる分野での拡販を推し進めるとともにクラウドプラットフォームの推進で業容の拡大と
新しい付加価値の提供に努めてまいります。

ハ．ホテル関連事業
　新型コロナウイルス感染症による影響が著しく、厳しい状況が続くものと予想されま
す。販売体制の見直しやブランドの定着に向けた取り組みで、サービスの拡大を図ってま
いります。

③　成長分野への積極的な投資
　Ｍ＆Ａを積極的に活用し、成長事業の促進や新規事業の創出を図るとともに、事業ポートフ
ォリオの最適化を図ってまいります。

④　人材の育成と確保
　人材の育成は、企業経営の重要課題の一つであり、持続的な成長と中長期的な企業価値の向
上には必要不可欠であると考えております。その考えの下、社内外の研修やＯＪＴ等による教
育を実施しており、更には次世代の経営人材の育成も推し進めてまいります。また、実力を発
揮できるようにグループ会社間の異動も含めて最適な人員配置を実施してまいります。

⑤　健康経営の取り組み
　当社グループは、社員の心身の健康保持を増進し、働きやすい職場環境を整え、社員一人ひ
とりが才能を十分に発揮できるよう「健康経営」に取り組んでおります。これらの活動が評価
され、経済産業省が主催する「健康経営優良法人」に５年連続で認定されました。長時間労働
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の是正、有給休暇取得の促進、在宅勤務や時差出勤の推進等を通して、社員のワークライフバ
ランスを実現し、働きがいを持って仕事ができる環境や制度の整備を進めてまいります。

⑥　コンプライアンスの強化
　当社グループは、職務権限及び業務プロセスの明確化、内部監査強化による実効性確保、内
部通報制度による早期発見及び周知徹底、全社員を対象とした社員研修等を実施いたしまし
た。今後もコンプライアンスに対する意識向上を目的とした社員研修を継続的に実施し、経営
の健全性や透明性を図ってまいります。

⑦　業務プロセス改革やDXの推進
　経営課題の早期解決を実現するために、計画的な研修を通して人材を育成・確保し、業務プ
ロセス改革やDXを推進してまいります。

事業区分 事 業 内 容

アミューズメント関連事業 アミューズメント施設向け周辺システムの製造販売及びこれらに附帯する事業
活動

自動認識システム関連事業 ＲＦＩＤ、バーコード、Ｘ線検査システム他を利用した自動認識システムの製
造販売

ホテル関連事業 ホテルの経営及びレストランの運営

⑸　主要な事業内容（2022年３月31日現在）
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当 　 　 社 本　社 東京都新宿区

株式会社マースエンジニアリング
（ ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 関 連 事 業 ）

本　社 東京都新宿区
営業所 東京、西東京
工　場 静岡県御殿場市

流通センター 静岡県御殿場市
技術センター 静岡県裾野市、東京都新宿区

株式会社マースシステムズ東日本
（ ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 関 連 事 業 ）

本　社 埼玉県さいたま市
営業所 札幌、東北、大宮

株 式 会 社 マ ー ス シ ス テ ム ズ 東 海
（ ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 関 連 事 業 ）

本　社 神奈川県横浜市
営業所 横浜、静岡、名古屋

株式会社マースシステムズ西日本
（ ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 関 連 事 業 ）

本　社 大阪府大阪市
営業所 京都、大阪、神戸、広島、福岡、鹿児島

株式会社マースコーポレーション
（ ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 関 連 事 業 ） 本　社 東京都新宿区

株 式 会 社 マ ー ス ネ ッ ト ワ ー ク ス
（ ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 関 連 事 業 ） 本　社 東京都新宿区

株 式 会 社 マ ー ス ウ イ ン テ ッ ク
（ ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 関 連 事 業 ） 本　社 長野県埴科郡

株 式 会 社 マ ー ス ト ー ケ ン
ソ リ ュ ー シ ョ ン
（ 自 動 認 識 シ ス テ ム 関 連 事 業 ）

本　社 東京都新宿区
営業所 東京、茨城、名古屋、大阪、福岡
工　場 長野県諏訪郡
テクニカル
センター 東京都調布市

株 式 会 社 マ ー ス プ ラ ン ニ ン グ
（ ホ テ ル 関 連 事 業 ）

本　社 東京都新宿区
ﾏｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝｳｯﾄﾞ
御殿場 静岡県御殿場市

ﾏｰｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ博多 福岡市博多区
鉄板焼銀明翠
GINZA 東京都中央区

⑹　主要な営業所及び工場（2022年３月31日現在）
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事　業　区　分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減
ア ミ ュ ー ズ メ ン ト 関 連 事 業 411 （50）名 20名減（14名減）

自 動 認 識 シ ス テ ム 関 連 事 業 170 （12）名 3名減（　－　）

ホ テ ル 関 連 事 業 105 （39）名 1名減（12名減）

全 社 （ 共 通 ） 8 （－）名 －（　－　）
合　　計 694（101）名 24名減（26名減）

使　用　人　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

8（－）名 －(－) 44.8歳 23.6年

⑺　使用人の状況（2022年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員を含ん
でおります。）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属
しているものであります。

②　当社の使用人の状況

（注）使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び人材派遣会社からの派遣社員を含んでお
ります。）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2022年３月31日現在）
　該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 67,620,000株
②　発行済株式の総数 22,720,000株
③　株主数 12,640名

株　　主　　名 持　株　数 持　株　比　率
千株 ％

株式会社イー・エムプランニング 2,170 12.89
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 1.427 8.48

光 通 信 株 式 会 社 1,173 6.97
松 波 廣󠄁 和 680 4.04
松 　 波 　 香 代 子 680 4.04
松 波 明 宏 680 4.04
みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託　
き ら ぼ し 銀 行 口 　 再 信 託 受 託 者
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行

663 3.94

BBH　FOR　FIDELITY　PURITAN　
TR：FIDELITY　SR　INTRINSIC　
O P P O R T U N I T I E S 　 F U N D

550 3.27

公 益 財 団 法 人 マ ー ス 奨 学 財 団 500 2.97
永 井 美 香 432 2.57

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2022年３月31日現在）

④　大株主（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を5,881,224株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑵　新株予約権等の状況
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権の状況
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会 社 に お け る 地 位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 松　波　明　宏 株式会社マースエンジニアリング代表取締役社長
株式会社マースシステムズ東日本取締役
株式会社マースシステムズ東海取締役
株式会社マースシステムズ西日本取締役
株式会社マースコーポレーション取締役
株式会社マースウインテック取締役
株式会社マースネットワークス取締役
株式会社マーストーケンソリューション取締役
株式会社マースプランニング取締役

取 締 役 秋　山　裕　和 株式会社マースシステムズ西日本代表取締役社長
株式会社マースシステムズ東日本取締役

取 締 役 佐　藤　敏　昭 株式会社マースネットワークス代表取締役社長
株式会社マースコーポレーション取締役
株式会社マーストーケンソリューション監査役

取 締 役 春　山　安　成 株式会社マーストーケンソリューション取締役会長

取 締 役 中　村　勝　典 公認会計士
株式会社はてな社外監査役
株式会社アズ企画設計社外監査役

取 締 役 小　林　郁　夫 弁護士

取 締 役 洞　口　治　夫 法政大学経営学部教授
放送大学教養学部客員教授
公益財団法人マース奨学財団評議員

常 勤 監 査 役 名　取　満　郎 株式会社マースエンジニアリング監査役

監 査 役 安　原　正　義 弁理士

監 査 役 吉　田　茂　夫 公認会計士

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2022年３月31日現在）

（注）１．取締役中村勝典氏、小林郁夫氏、洞口治夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役安原正義氏及び吉田茂夫氏は、社外監査役であります。
３．監査役吉田茂夫氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
４．当社は、取締役中村勝典氏、小林郁夫氏、洞口治夫氏ならびに監査役安原正義氏及び吉田茂夫氏を東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．洞口治夫氏の戸籍上の氏名は、萩原治夫であります。
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②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の取締役及び監査役（当事業年度中に在任
していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責
任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。
　当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険
会社が補填するものであり、１年毎に契約を更新しております。次回更新時には同内容での更
新を予定しております。

④　取締役及び監査役の報酬等
イ．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

　持続的な企業価値及び業績の向上を図るために、各役員が期待される役割を十分発揮でき
る報酬体系とし、インセンティブに資する報酬を支払うことを基本方針としております。
　当社は、2021年２月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係
る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の
決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、
当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
ａ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役の基本報酬は固定報酬とし、役職、職責、在任年数、貢献度、業績等の要
素を総合的に勘案し、取締役会の決議により個別の支給額を決定しております。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針
　現行の制度は適切であると考えており、業績連動報酬等を設定しておりませんが、業績
に連動した報酬等も今後検討いたします。
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区　　　　　　　　　　　分 員　　　　数 報酬等の額
取　　　　　　締　　　　　　役

（ う ち 社 外 取 締 役 ）
７名

（３名）
90百万円

（８百万円）
監　　　　　　査　　　　　　役

（ う ち 社 外 監 査 役 ）
３名

（２名）
12百万円

（４百万円）
合　　　　　　　　　　　計

（ う ち 社 外 役 員 ）
10名

（５名）
102百万円

（12百万円）

ｃ．報酬等の付与時期や条件に関する方針
　株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内において、基本方針に基づき固定報酬の
額を算出し、月例報酬（ただし６月、12月は別に定める月例報酬）を支払います。

ｄ．報酬等の決定の委任に関する事項
　当事業年度においては、2021年６月29日開催の取締役会にて代表取締役社長松波明宏
に取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨を決議し、代表取締役社長が具体的な内容
を決定しております。委任した理由は、報酬等の決定方針に基づき、グループ全体を把握
し各取締役の適正な評価を行うには代表取締役社長が最も適任であるためであります。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　　　２．1990年５月25日開催の第16回定時株主総会において決議された取締役の報酬限度額は、年額300百

万円（ただし、使用人分給与は含まない。）であります。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は
８名であります。

　　　３．1994年６月29日開催の第20回定時株主総会において決議された監査役の報酬限度額は、年額30百万
円であります。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は２名であります。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役中村勝典氏は、株式会社はてな及び株式会社アズ企画設計の社外監査役でありま
す。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

・取締役洞口治夫氏は、法政大学経営学部教授、放送大学教育学部客員教授、公益財団法人
マース奨学財団評議員であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

・監査役安原正義氏は、日本工業所有権法学会理事であります。当社と兼職先との間には特
別な関係はありません。
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区分 氏名 出席状況、発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要

取締役

中 村 勝 典
当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。公認会計士
としての専門的見地や、他の企業の監査役としての経験と幅広い知識に基づい
た発言を適宜行っており、適切な役割を果たしております。

小 林 郁 夫
当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。主に弁護士
としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた
めの助言や提言を適宜行っており、適切な役割を果たしております。

洞 口 治 夫
当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。大学教授と
して経営戦略等の専門的見地からの発言を適宜行っており、また、幹部社員研
修で講師を務めていただくなど、適切な役割を果たしております。

区分 氏名 出席状況及び発言状況

監査役

安 原 正 義
当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会12回の全て
に出席いたしました。弁理士としての専門的見地からの発言を適宜行っており
ます。

吉 田 茂 夫
当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査役会12回の全て
に出席いたしました。公認会計士としてコーポレートガバナンスや内部統制の
実施において専門的見地からの発言を適宜行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第22条の規定に基づき、取締役会決議があ
ったものとみなす書面決議が2回ありました。
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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 43百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利
益の合計額 43百万円

⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　太陽有限責任監査法人

　　②　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をい
たしました。

③　非監査業務の内容
該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定し
た監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及びそ
の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①　当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
　コンプライアンスに関する体制として、当社グループの経営理念や経営方針に加え、行動規
範を制定し、当社グループの行動規範として整備、体系化しています。行動規範は、部門ごと
に掲示した上、社内システムや当社ホームページで常時閲覧できるように整備しており、全役
員や全従業員を対象にした教育も適宜行っています。また、内部通報制度を導入し、遵法精神
に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っています。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、稟議手続規程、文書保存管理規程（文書の保存期
間含む）に基づき、適切かつ確実に検索性の高い状態で記録・保存・管理し、保存期間は文書
保存管理規程によるものとします。

③　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者の決定、ならびにリスク管理体
制を構築しています。緊急の有事が発生した場合に備え、連絡網の整備や責任者を決定し、被
害を最小限に止めるためのマニュアルを作成しています。

④　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役会は、取締役会規程に基づき、定例の取締役会で重要事項の決定及び

取締役の職務執行を監督します。また、迅速な経営判断と業務執行を行うために必要に応じて
臨時取締役会を開催する他、定期的に子会社からの報告を受け、適切な判断ができる体制を維
持しています。
取締役の職務執行については、組織及び職務権限規程ならびに業務分掌規程において、それ
ぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、効率的に職務が執行できる体制を
整えています。
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⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行
に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ経営方針に基づき、各グループ会社の取締役、使用人一体となった遵法意識の
醸成を図ります。当社グループ全体の業務の円滑化を促進し、当社グループ全体の管理体制を
確立します。また、関係会社管理規程を定め、子会社に対して重要事項を当社へ報告する体制
を整えるとともにグループ経営会議を定期的に開催し、当社グループ間の情報共有化及びグル
ープ経営方針の統一化に努めます。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指
示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務の必要性に応じて適宜各部の人員が支援する体制をとり、監査役が職務を補助

すべき使用人を置くことを求めた場合は、専任のスタッフを配置することとします。使用人の
任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得た上で決定することと
し、取締役からの独立性を確保するものとします。

⑦　当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制及び当社グループの
監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するため
の体制
取締役及び使用人は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報
告するものとします。内部監査室は定期的に内部監査結果を監査役に報告し、監査役は必要に
応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとします。監査役への報告
をした者が、報告したことを理由として、不利益な扱いを受けない体制を整備します。

⑧　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役が職務執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該監査役

の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、その請求に従って処理します。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査の実効性を確保するために、定期的に取締役との意見交換を行う機会を提供し、必要な
情報を入手するための協力を行います。
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⑩　反社会的勢力排除に向けた体制
　　　当社グループ行動規範を制定し、全役員や全従業員を対象にした教育を適宜行っています。

また、不測の事態に備えて、総務部を担当部署とし、特殊暴力防止対策協議会等の外部専門機
関に加盟し、情報交換を行いながら連携できる体制を確立しています。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社グループは、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に
基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。

①　当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

　当社グループの取締役及び使用人が法令や定款を遵守するために行動規範を制定し周知徹底
を図っています。年４回行われる会議ではトップダウンによる指導がある他、年に１回、全社
員を対象としたｅラーニングを実施し、コンプライアンスに対する理解度を高める体制を整え
ています。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会の議事録や資料、稟議書等の取締役の職務執行に係る情報は、セキュリティの確保

された場所で記録・保存・管理をしています。

③　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　大きな災害等の不測の事態の対応として、定期的にリスク管理規程や対応マニュアルの見直
しを行っています。

④　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会での意思決定を速やかに業務執行するために、取締役会の他、グループ経営会議や
月例部長会等の会議を定期的に開催し、情報の共有化と進捗を確認できる体制としています。
また、業務改善及び経営効率の向上を図るため、内部監査室による内部監査を実施していま
す。
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⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務の執行
に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の取締役が子会社の取締役を兼務し、定期的にグループ経営会議を開催することで、当
社グループ間の情報を共有化しています。当社グループの取締役及び使用人が法令や定款を遵
守するために行動規範を制定し周知徹底を図っています。また、子会社の業務の適正を確保す
るため、子会社の重要な意思決定事項については、関係会社管理規程に基づいて事前に当社取
締役会で審議する他、適宜報告を受け、必要に応じて指導を行っています。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指
示の実効性の確保に関する事項
監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役スタッフを配置するこ

ととしていますが、現在スタッフはおりません。

⑦　当社グループの取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制及び当社グループの
監査役に報告をした者が報告をしたことを理由として不利益を受けないことを確保するため
の体制
内部監査室は定期的に内部監査結果を監査役に報告しています。取締役及び使用人による法
令や倫理に反する行為があった場合は、内部通報ホットラインにより外部の機関及び監査役に
報告される体制としています。

⑧　当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社方針に基づき、速やかに処理しています。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
定期的に取締役、内部監査室、会計監査人との意見交換を行う機会を提供し、必要な情報を

入手するための協力を行っています。

⑩　反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループの行動規範を制定し、全役員や全従業員を対象にした教育を適宜行っていま

す。また、総務部を担当部署として特殊暴力防止対策協議会等の外部専門機関に加盟し、定期
的に情報交換を行いながら連携できる体制を確立しています。
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（2022年３月31日現在）
（単位：千円）

科 　 　 　 　 　 目 金 　 　 　 額 科 　 　 　 　 　 目 金 　 　  額
資　産　の　部 負　債　の　部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
営 業 貸 付 金
リース債権及びリース投資資産
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

33,970,902
26,003,862
3,005,808

929,652
529,837
349,930

1,379,910
205,651

1,225,298
341,099

△148
26,164,105
14,439,415
5,591,926

51,579
189,328

8,443,151
163,428
322,900

11,401,790
9,224,289

866,975
1,803,641
△493,116　

流 動 負 債 3,643,466
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,321,481
リ ー ス 債 務 332,746
未 払 法 人 税 等 841,440
賞 与 引 当 金 278,356
そ の 他 869,441

固 定 負 債 2,249,543
リ ー ス 債 務 474,057
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 205,135
退 職 給 付 に 係 る 負 債 444,311
資 産 除 去 債 務 60,986
そ の 他 1,065,052
負 債 合 計 5,893,010

純 資 産 の 部
株 主 資 本 53,536,874
資 本 金 7,934,100
資 本 剰 余 金 8,371,830
利 益 剰 余 金 49,237,574
自 己 株 式 △12,006,629

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 705,123
その他有価証券評価差額金 726,532
退職給付に係る調整累計額 △21,408

純　資　産　合　計 54,241,998
資　産　合　計 60,135,008 負債純資産合計 60,135,008

連 結 貸 借 対 照 表

（注）金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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( 2021年４月１日から2022年３月31日まで )
（単位：千円）

科　　　　　目 金　　　　　額
売 上 高 15,103,447
売 上 原 価 6,639,240

売 上 総 利 益 8,464,206
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,885,463

営 業 利 益 1,578,742
営 業 外 収 益
受 取 配 当 金 429,596
投 資 事 業 組 合 運 用 益 103,508
雇 用 調 整 助 成 金 102,707
協 力 金 収 入 125,261
そ の 他 163,296 924,370

営 業 外 費 用
自 己 株 式 取 得 費 用 402 402
経 常 利 益 2,502,710

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,373,603 1,373,603

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 評 価 損 548,745
子 会 社 株 式 評 価 損 154,972
役 員 退 職 慰 労 金 46,668 750,386

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,125,928
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 1,334,370
法 人 税 等 調 整 額 △63,564 1,270,806
当 期 純 利 益 1,855,121
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,855,121

連 結 損 益 計 算 書

（注）金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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( 2021年４月１日から2022年３月31日まで )
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 7,934,100 8,371,830 48,647,496 △12,315,383 52,638,043

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,176,565 △1,176,565
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,855,121 1,855,121

自 己 株 式 の 取 得 △135,171 △135,171

自 己 株 式 の 処 分 443,924 443,924

自己株式処分差損の振替 △88,478 △88,478
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 － － 590,077 308,753 898,830

当 期 末 残 高 7,934,100 8,371,830 49,237,574 △12,006,629 53,536,874

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △249,865 △91,141 △341,006 52,297,036

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,176,565
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 1,855,121

自 己 株 式 の 取 得 △135,171

自 己 株 式 の 処 分 443,924

自己株式処分差損の振替 △88,478
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 976,397 69,733 1,046,130 1,046,130

当 期 変 動 額 合 計 976,397 69,733 1,046,130 1,944,961

当 期 末 残 高 726,532 △21,408 705,123 54,241,998

連結株主資本等変動計算書

（注）金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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（2022年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

有 価 証 券

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

15,663,562

14,472,940

349,930

840,692

26,617,447

2,933,418

1,276,935

1,642,954

13,528

15,214

15,214

23,668,813

8,063,893

12,623,909

2,487,798

401,649

96,903

△5,340　

流 動 負 債 684,648
未 払 金 2,304
未 払 費 用 14,613
未 払 法 人 税 等 525,501
賞 与 引 当 金 5,209
そ の 他 137,020

固 定 負 債 283,315
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 205,135
そ の 他 78,180
負 債 合 計 967,963
純 資 産 の 部

株 主 資 本 40,791,298
資 本 金 7,934,100
資 本 剰 余 金 8,371,830
資 本 準 備 金 8,371,830
利 益 剰 余 金 36,491,998
利 益 準 備 金 372,109
そ の 他 利 益 剰 余 金 36,119,889
別 途 積 立 金 4,600,000
繰 越 利 益 剰 余 金 31,519,889

自 己 株 式 △12,006,629
評 価 ・ 換 算 差 額 等 521,747
その他有価証券評価差額金 521,747
純 資 産 合 計 41,313,046

資 産 合 計 42,281,009 負 債 純 資 産 合 計 42,281,009

貸　借　対　照　表

（注）金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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( 2021年４月１日から2022年３月31日まで )
（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 2,223,105

営 業 費 用 695,784

営 業 利 益 1,527,320

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 292,262

投 資 事 業 組 合 運 用 益 103,508

そ の 他 13,888 409,659

営 業 外 費 用

自 己 株 式 取 得 費 用 402 402

経 常 利 益 1,936,577

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 444,001 444,001

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 506,238

子 会 社 株 式 評 価 損 154,972 661,211

税 引 前 当 期 純 利 益 1,719,368

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 144,620

法 人 税 等 調 整 額 △19,112 125,508

当 期 純 利 益 1,593,860

損　益　計　算　書

（注）金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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( 2021年４月１日から
2022年３月31日まで )

（単位：千円）
株　　主　　資　　本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

利 益
準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金合計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 7,934,100 8,371,830 372,109 4,600,000 31,191,072 36,163,182
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,176,565 △1,176,565
当 期 純 利 益 1,593,860 1,593,860
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分
自己株式処分差損の振替 △88,478 △88,478
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の   
当 期 変 動 額 ( 純 額 )
当 期 変 動 額 合 計 - - - - 328,816 328,816
当 期 末 残 高 7,934,100 8,371,830 372,109 4,600,000 31,519,889 36,491,998

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △12,315,383 40,153,728 △327,512 △327,512 39,826,216
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △1,176,565 △1,176,565
当 期 純 利 益 1,593,860 1,593,860
自 己 株 式 の 取 得 △135,171 △135,171 △135,171
自 己 株 式 の 処 分 443,924 443,924 443,924
自己株式処分差損の振替 △88,478 △88,478
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の   
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 849,260 849,260 849,260

当 期 変 動 額 合 計 308,753 637,569 849,260 849,260 1,486,829
当 期 末 残 高 △12,006,629 40,791,298 521,747 521,747 41,313,046

株主資本等変動計算書

（注）金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。
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2 0 2 2 年 ５ 月 1 3 日

取締役会　御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小松　亮一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉江　俊志 ㊞

独立監査人の監査報告書

株 式 会 社　マースグループホールディングス

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マースグループホールディングスの2021年４
月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社マースグループホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間
の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結
計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない
場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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2 0 2 2 年 ５ 月 1 3 日

取締役会　御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小松　亮一 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 杉江　俊志 ㊞

独立監査人の監査報告書

株 式 会 社　マースグループホールディングス

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マースグループホールディングスの
2021年４月１日から2022年３月31日までの第48期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる
かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書
類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合
は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日まで
に入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第48期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）についての状況を監視及び検証いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質監査
基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年５月16日
株式会社マースグループホールディングス監査役会

常勤監査役 名 取 満 郎 ㊞
社外監査役 安 原 正 義 ㊞
社外監査役 吉 田 茂 夫 ㊞

　
以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案　剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要政策の一つとして考えております。長期的な視野
に立ち、安定的で継続した企業成長を図るため、財務体質の強化を図りながら、株主の皆様に対し
ては安定的で適切な配当水準に業績成果を加味して、利益配分を行うことを基本としております。
当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下の
とおり１株につき35円とさせていただきたいと存じます。
これにより、すでにお支払いいたしました中間配当金１株につき35円と合わせまして当期の年

間配当金は、１株につき70円となります。
①　配当財産の種類

金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金35円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は589,357,160円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月30日といたしたいと存じます。
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現 行 定 款 変 更 案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供）
第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連
結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係
る情報を、法務省令に定めるところに従いイ
ンターネットを利用する方法で開示すること
により、株主に対して提供したものとみなす
ことができる。

（削　　除）

第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される
こととなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義
務付けられることから、変更案第16条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請
求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することがで
きるようにするため、変更案第16条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案
（電子提供措置等）

（新　　設） 第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類等の内容である情報について
電子提供措置をとるものとする。

２．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部又は一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求をし
た株主に対して交付する書面に記載しないこ
とができる。

（新　　設） （附　　則）
（新　　設） 　現行定款第16条（株主総会参考書類等のイン

ターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案
第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の
一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附
則第１条ただし書きに規定する改正規定の施行
の日（以下「施行日」という）から効力を生じる
ものとする。
２．前項の規定にかかわらず、施行日から６か月

以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
いては、現行定款第16条はなお効力を有す
る。

３．本附則は、施行日から６か月経過した日又
は前項の株主総会の日から３か月を経過した
日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式

数

１

まつ

松　
なみ

波　
あき

明　
ひろ

宏
(1965年７月１日)

1995年２月　当社入社
1998年６月　当社取締役営業本部営業企画部長兼総合企画室長
1999年11月　当社取締役営業本部営業企画部長兼西日本営業部長
2001年10月　当社取締役営業本部営業企画部長兼西日本営業部長

兼カスタマーサービス部長
2002年４月　当社常務取締役製販統括本部長兼カスタマーサービ

ス部長
2003年４月　当社常務取締役製販統括本部長
2004年10月　当社代表取締役社長（現任）
2018年10月　株式会社マースエンジニアリング代表取締役社長
2022年４月　同社代表取締役会長（現任）
［重要な兼職の状況]
　株式会社マースエンジニアリング代表取締役会長
　株式会社マースシステムズ東日本取締役
　株式会社マースシステムズ東海取締役
　株式会社マースシステムズ西日本取締役
　株式会社マースコーポレーション取締役
　株式会社マースウインテック取締役
　株式会社マースネットワークス取締役
　株式会社マーストーケンソリューション取締役
　株式会社マースプランニング取締役

680,000株

【選任理由】
　松波明宏氏を取締役候補者とした理由は、当社やグループ会社の代表取締役社長を務めるなど、経営
者としてリーダーシップを発揮し、グループの多角的な事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有
しているからであります。引き続き、当社の経営戦略や成長戦略の推進に適任であると判断し、取締役
候補者としました。

第３号議案　取締役６名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会

において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう１名減員し、社外取締役２名を含む取締役６名
の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式

数

２

  ※
あき

秋　
やま

山　　　
まなぶ

学
(1963年３月28日)

1988年９月　当社入社
2002年４月　当社製販統括本部営業企画部長
2010年７月　当社執行役員営業企画部長
2011年４月　当社執行役員営業本部副本部長
2012年７月　当社執行役員営業本部副本部長兼首都圏営業部長
2017年４月　当社執行役員広域営業推進室長
2018年10月　株式会社マースエンジニアリング執行役員広域営業

推進室長
2019年４月　株式会社マースシステムズ（現：株式会社マース
　　　　　　 システムズ東日本）取締役東日本支社長
2020年４月　同社代表取締役社長（現任）
［重要な兼職の状況]
　株式会社マースシステムズ東日本代表取締役社長
　株式会社マースシステムズ東海取締役

5,000株

【選任理由】
　秋山学氏を取締役候補者とした理由は、長きにわたり当社営業部門に携わり、また、グループ会社の
代表取締役社長を務めるなど、営業及び経営全般に関する豊富な経験と高度な知識を有しているからで
あります。当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、取締
役候補者としました。

３

  ※
たか

高　
はし

橋　
じょう

丈 　
じ

治
(1966年11月１日)

1987年４月　当社入社
2007年７月　当社総務部長
2012年７月　当社執行役員総務部長兼内部監査室長
2018年10月  当社総務部長
　　　　　　 株式会社マースエンジニアリング執行役員総務部長
2019年６月　同社取締役総務部長

 株式会社マースプランニング代表取締役社長（現任）
2021年1月　 株式会社マースエンジニアリング取締役総務部長兼

 経理部長（現任）
［重要な兼職の状況]
　株式会社マースプランニング代表取締役社長
　株式会社マースエンジニアリング取締役
　株式会社マースシステムズ西日本取締役

8,000株

【選任理由】
　高橋丈治氏を取締役候補者とした理由は、長きにわたり当社管理部門に携わり、また、グループ会社
の代表取締役社長を務めるなど、経営全般に関する豊富な経験と高度な知識を有しているからでありま
す。当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補
者としました。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式

数

４

 ※
こ

小　
だいら

平 　　　
ひさし

尚
(1971年９月26日)

2003年９月　株式会社東研入社
2009年５月　同社取締役統括部長
2012年４月　株式会社マーストーケンソリューション入社
　　　　　　取締役第二本部副本部長

2017年６月　同社取締役技術開発本部本部長兼第二本部副本部長
2019年６月　同社取締役第二本部長兼技術開発本部長
2020年６月　同社取締役第二本部長
2021年４月　同社代表取締役社長（現任）
［重要な兼職の状況]
　株式会社マーストーケンソリューション代表取締役社長

5,300株

【選任理由】
　小平尚氏を取締役候補者とした理由は、グループ会社の代表取締役社長を務めるなど、グローバル展
開や経営全般に関する豊富な経験と高度な知識を有しているからであります。当社の経営に対する実効
性の高い監督等に十分な役割を果たすことができると判断し、取締役候補者としました。

5

ほら

洞　
ぐち

口　
はる

治　
お

夫
(1959年２月19日)

1991年４月　法政大学経営学部専任講師
1993年４月　同大学経営学部助教授
1994年８月　アメリカ ハーバード大学経済学部客員研究員
1999年３月　フランス リヨン第二大学経済学部招聘客員教授
1999年４月　法政大学経営学部教授（現任）
2002年４月　東京大学経済学部非常勤講師
2004年１月　法政大学イノベーション・マネジメント研究センタ

ー所長
2012年７月　アメリカ ワシントン大学ヘンリー・Ｍ・ジャクソン

国際関係学部客員研究員
2013年４月　放送大学教養学部客員教授（現任）
2017年12月　一般社団法人マース奨学財団（現：公益財団法人マ

ース奨学財団）評議員（現任）
2020年６月　当社社外取締役（現任）
［重要な兼職の状況]
　法政大学経営学部教授
　放送大学教養学部客員教授
　公益財団法人マース奨学財団評議員

－株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　洞口治夫氏を社外取締役候補者とした理由は、大学教授としての高い専門的な知識や豊富な経験を有
しているからであります。引き続き、当社の経営に対して専門的な観点から監督、助言等をいただき、
当社のコーポレートガバナンス及びグループ経営に貢献していただけることを期待して、社外取締役候
補者としました。なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外
取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式

数

6

   ※
やま

山　
した

下　
よし

善　
ひさ

久
(1950年６月14日)

1979年４月　弁護士登録
　　　　　　 山下寛法律事務所入所
1984年４月　山下法律事務所開設
2009年１月　当社顧問弁護士
［重要な兼職の状況]
　弁護士

－株

【選任理由及び期待される役割の概要】
　山下善久氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士として企業法務に精通し、高い専門的な知識や
豊富な経験を有しているからであります。当社の経営に対して専門的な観点から監督、助言等をいただ
き、当社のコーポレートガバナンス及びグループ経営に貢献していただけることを期待して、社外取締
役候補者としました。なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、
社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３．洞口治夫氏及び山下善久氏は、社外取締役候補者であります。
４．洞口治夫氏の戸籍上の氏名は、萩原治夫であります。
５．同氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をも

って２年となります。
６．当社は、洞口治夫氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425
条第１項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合は、同氏と
の当該契約を継続する予定であります。また、山下善久氏の選任が承認された場合は、同氏との間
で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

７．山下善久氏と当社は、顧問弁護士契約を締結しておりますが、同氏が社外取締役に就任した場合は契
約を解除する予定であります。

８．当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締
結しており、当社取締役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の
追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補すること
としております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま
す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

９．洞口治夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取
引所に届け出ております。また、山下善久氏につきましても同要件を満たしており、選任が承認さ
れた場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式

数

１

   ※
さ

佐　
とう

藤　
とし

敏　
あき

昭
(1956年４月16日)

1979年５月　ニッポー株式会社入社
1990年５月　当社入社
2000年７月　当社管理本部経理部長
2002年４月　当社執行役員経理部長
2007年７月　当社執行役員管理本部長兼経理部長
2010年７月　当社常務執行役員管理本部長兼経理部長
2012年６月　当社取締役就任（現任）常務執行役員管理本部長兼

経理部長
2014年１月　当社取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長
2015年６月　株式会社マースネットワークス代表取締役社長（現

任）
2017年６月　当社取締役常務執行役員経理部長
2018年１月　当社取締役常務執行役員
2018年10月　当社取締役
［重要な兼職の状況]
　株式会社マースネットワークス代表取締役社長
　株式会社マースコーポレーション取締役
　株式会社マーストーケンソリューション監査役

1,900株

【選任理由】
　佐藤敏昭氏を監査役候補とした理由は、長きにわたり当社経理・管理部門に携わり、またグループ会
社の代表取締役社長を務めるなど、財務、会計、マネジメントに関する豊富な経験と高度な知識を有し
ており、当該知見を活かして実効性の高い監査ができると判断し、監査役候補者としました。

第４号議案　監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役吉田茂夫氏が任期満了となります。つきましては、監査体制の

強化・充実を図るために１名増員し、監査役２名の選任をお願いするものであります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式

数

２

よし

吉　
だ

田　
しげ

茂　
お

夫
(1951年6月27日)

1974年４月　扶桑監査法人入所
1975年８月　ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入

所
1979年４月　公認会計士登録
1979年10月  税理士登録
1990年２月　淡青社公認会計士共同事務所社員（現任）
2016年７月　税理士法人九段あおば会計代表社員（現任）
2019年６月　当社社外監査役（現任）
［重要な兼職の状況]
　公認会計士

－株

【選任理由】
　吉田茂夫氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士として財務、会計及び税務につ
いて精通しており、公正・中立な立場から経営に関して有益な助言をいただくことにより、当社のコー
ポレートガバナンス及びグループ経営に貢献していただけると判断し、社外監査役候補者としました。
なお、同氏は直接会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職
務を適切に遂行できると判断いたしました。

（注）１．※印は、新任の候補者であります。
　　　２．監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
　　　３．吉田茂夫氏は、社外監査役候補者であります。
　　　４．同氏は現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって

３年となります。
　　　５．当社は、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任

を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１
項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契
約を継続する予定であります。

　　　６．当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締
結しており、当社監査役を含む被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとし
ております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。ま
た、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

　　　７．吉田茂夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取
引所に届け出ております。
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氏名

当社が取締役（社内・社外）候補者に期待する分野

企業
経営

営業/
マーケ
ティン

グ

業界知
識/経験

製造/技
術/研究

開発

財務/
ファイ
ナンス

人事/
労務

法律/
コンプ
ライア
ンス

グロー
バル

コーポ
レート
ガバナ
ンス

ESG/
サステ
ィナビ
リティ

取
締
役

松波　明宏 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

秋山　　学 〇 〇 〇 〇 〇 〇

高橋　丈治 〇 〇 〇 〇 〇 〇

小平　　尚 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

社
外
取
締
役

洞口　治夫 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

山下　善久 〇 〇 〇 〇

常
勤
監
査
役

名取　満郎 〇 〇 〇 〇

佐藤　敏昭 〇 〇 〇 〇 〇

社
外
監
査
役

安原　正義 〇 〇 〇 〇

吉田　茂夫 〇 〇 〇

（参考）スキル・マトリックスについて
当社が中長期的に成長・発展していくためには取締役会の実効性を確保することが重要であると

考えております。
そのためには、当社の取締役会を構成する取締役及び監査役の適正な員数と多様性を確保し、全

体のバランスがとれた人員を選任することを基本方針としております。
第３号議案ならびに第４号議案が承認可決された場合、各取締役及び各監査役が保有しているス

キル又は期待しているスキルは、次のとおりであります。
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氏 名 略 歴

秋 山 裕 和 2012年６月　当社取締役（現任）

佐 藤 敏 昭 2012年６月　当社取締役（現任）

春 山 安 成 2018年６月　当社取締役（現任）

中 村 勝 典 2015年６月　当社社外取締役（現任）

小 林 郁 夫 2019年６月　当社社外取締役（現任）

第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって任期満了により退任されます取締役秋山裕和氏、佐藤敏昭氏、春山安成
氏及び社外取締役中村勝典氏、小林郁夫氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社にお
ける一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

以　上

－ 43 －



メ　　モ



メ　　モ



メ　　モ



＜新型コロナウイルス感染症の対策に関するお知らせ＞
　当日は感染防止の観点から、株主様同士のお席の間隔を空けるため、十分な席数を確保することができ
ません。そのため、ご入場を制限させていただく場合がございます。また、当社スタッフはマスクを着用
して対応させていただきますので、あらかじめご了承ください。
　株主の皆様におかれましては、くれぐれも健康状態にご留意いただき、ご出席を見合わせることも含
め、議決権を事前に行使していただくことをご検討ください。
　なお、当日ご出席を検討されている株主の皆様におかれましては、マスク着用などの感染予防にご配慮
いただき、ご来場賜りますようお願い申しあげます。

株主総会会場ご案内図
会場：東京都渋谷区代々木二丁目３番１号

ホテルサンルートプラザ新宿１階　芙蓉の間
電話　03（3375）3211（代表）

都営新宿線
新宿駅
都営新宿線
新宿駅

都営大江戸線
新宿駅
都営大江戸線
新宿駅

サザン
テラス
サザン
テラス

サザン
テラス口
サザン
テラス口

JR東京総合病院JR東京総合病院

南口

A1
出口
A1
出口

新南口新南口

JR新宿駅JR新宿駅

ホテルサンルート
プラザ新宿

小田急百貨店小田急百貨店
小田急線新宿駅小田急線新宿駅

京王百貨店京王百貨店

京王線新宿駅京王線新宿駅

ルミネエストルミネエスト

ルミネルミネ 甲州街道

タカシマヤ
タイムズスクエア
タカシマヤ
タイムズスクエア

𠮷野家
ファーストキッチンファーストキッチン

𠮷野家

交　通：　　ＪＲ「新宿駅」南口より（徒歩約３分）
都営大江戸線「新宿駅」Ａ１出口より（徒歩約１分）


